
 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護運営規程 

 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人太陽福祉会が開設するグループホーム サンホーム（以下、「事業者」 

という。）が行う指定認知症対応型共同生活介護（指定介護予防認知症対応型共同生活介護）の事

業（以下、「事業」という。）の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、

事業所の従業員等（以下、「従業員」という。）が、要介護状態にある利用者（以下、「利用者」という。）

に対し、適正な（介護予防）認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とします。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業者は、介護保険法などの主旨に沿って、利用者の意思及び人格を尊重し、（介護予防）認

知症対応型共同生活介護計画に基づき、認知症高齢者が家庭的な環境と地域住民との交流の下で、

入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにします。 

２ 事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者その他保健医療福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に勤めるとともに、関係市町村との連携を図り、総合的なサービ

スの提供に努めるものとする。 

３ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業

者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

 

 

（事業所の名称及び所在地等） 

第３条 事業を実施する事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

（１）事業所の名称   グループホーム サンホーム 

（２）事業所の所在地  新潟県長岡市楡原７８４番地１３ 

 

 

（従業員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 事業者は管理者及び従業員を次のとおり配置し、職務内容を次により定める。 

（１）管理者１人 

   ・管理者は、業務の監理及び所属職員を指揮監督し、関係機関との連携、緊急時の対応及び苦

情処理等適切に事業を実施できるよう統轄する。 

（２）計画作成担当者１人（兼務） 

   ・計画作成担当者は、利用者に最適な（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成し、そ

の計画を他の介護従事者で検討し、毎月評価するものとする。 

   ・計画作成担当者は、当該共同生活住居における他の職種に従事することができる。 

（３）介護職員３人以上 

   ・介護職員は、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画に基づき、サービスを提供し、その後

に評価を行う。 



 

   ・利用者に対するサービスを充分に行えるよう勤務する介護職員は、夜勤１人以上、夜勤帯以外の

時間帯に利用者３人に対して１人以上とする。 

 

（４）看護師１人以上（非常勤） 

   ・看護師は、利用者に対して日常的な健康管理を行うとともに、通常時及び特に利用者の状態悪 

    化時における医療機関等との連絡及び調整を行う。 

 

（利用定員） 

第５条 指定認知症対応型共同生活介護（指定介護予防認知症対応型共同生活介護）の共同生活住

居の利用者の定員は、９人とする。 

２ ユニットの数は１とし、１ユニットにおける定員は９人とする。 

３ 居室は、全室個室とし、定員を１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、定員２

名とすることができます。 

 

（居室） 

第６条 事業者は、利用者の居室を原則個室（定員1名）とし、洗面台・ロッカー等を備品として備えてい

ます。 

 

（食堂） 

第７条 事業者は、利用者が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者が使用できるテーブ

ル・いす・箸や食器類などの備品類を備えます。 

 

（その他の設備） 

第８条 事業者は、設備としてその他に、居間、台所、浴室、消火設備、その他の非常災害に際して必

要な設備、その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けます。 

 

（内容及び手続きの説明並びに同意および契約） 

第９条 事業者は、サービス提供の開始に際して、サービス利用申込者又はその家族に対して、運営

規程の概要、従業員の勤務体制、その他のサービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付

し説明を行い、同意を得た上で契約書を締結します。 

 

（受給資格等の確認） 

第１０条 事業者は、サービスの利用を希望する者が提示する被保険者証により、被保険者資格・要介

護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認することができます。 

 

（指定認知症対応型共同生活介護（指定介護予防認知症対応型共同生活介護）サービスの内容） 

第１１条 利用者が自立した日常生活を営むことができるように、適切な技術をもって介護サービスを提

供し、又は必要な支援を行います。 

（１）生活相談 

（２）食事の提供 



 

（３）排泄の援助 

（４）入浴 

（５）健康管理 

（６）洗濯、清掃、買い物など日常生活上の援助 

２ 介護サービスの提供にあたっては、次の点に留意すること。 

（１）利用者の認知症の進行を緩和し、当該共同生活住居において安心して日常生活を送ることができ

るよう、利用者の心身の状況を踏まえて、適切に提供する。 

（２）利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で、日常生活を送ることができるよう配慮して

行う。 

（３）従業員は、サービスの提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービ

スの提供方法について、理解しやすいよう説明を行う。 

（４）指定認知症対応型共同生活介護（指定介護予防認知症対応型共同生活介護）の従業員は、利用

者に対するサービスを高めるために、積極的に研修に参加し認知症高齢者の理解と資質の向上を

図るものとする。 

（５）介護サービスの提供において利用者の趣味や嗜好に応じた活動の支援を行うとともに、常に利用

者の家庭との連携を図り、家族との交流の機会を確保するように努めるものとする。 

（６）利用者の退居に際しては、利用者及び家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の

継続性に配慮し、退居に必要な援助を行うものとする。 

 

（サービスの取り扱い方針） 

第１２条 事業者は、可能な限り、要介護状態の維持、もしくは改善を図り、自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援を行うことで、利用者の心身の機能の維持、回復を図り、もって利用者の生活機能

の維持、又は向上を目指し、利用者の意欲を喚起しながら支援します。 

２ サービスを提供するに当たっては、利用者の心身の状況等について把握するとともに、サービス内

容の確認を行います。 

３ 事業者は、サービスを提供するに当たって、その（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画に基

づき漫然かつ画一的なものとならないよう、配慮して行います。 

４ 事業者は、サービスを提供するに当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、処遇

上必要な事項について理解しやすいように説明を行います。 

５ 事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を自己評価と外部評価によって行い、（介護予

防）認知症対応型共同生活介護計画及び提供サービス内容の評価を常に見直すことで改善を図る

こととします。 

 

（身体拘束の制限） 

第１３条 事業者は、サービスを提供するに当たって、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は行いません。また、身体拘束等を行う

場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

します。 

２ 前項の身体拘束等を行う場合には、本人・家族に説明及び同意を求め、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するとともに、家族及び管理者に報



 

告しなければならない。 

３ 管理者は、身体拘束または行動を制限した経緯について事情を把握し、いかなる不利益も受けるこ

とのないよう利用者の権利を守らなければならない。 

４ 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図るものとする。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

（利用料その他の費用の額） 

第１４条 指定認知症対応型共同生活介護（指定介護予防認知症対応型共同生活介護）の利用料は

厚生労働大臣が定めた公示上の基準の額とし、事業所が法定代理受領サービスを提供した際には、

各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 

２ 利用者から徴収する保険適用外の費用は、別に利用料の支払いを受けるものとする。 

 （１）食費           １、３００円／日 

 （２）住居費                   １，４５０円／日 

 （３）光熱水費            ７００円／日 

 （４）リース寝具代             ３，０００円／月 

 （５）現金管理手数料               ３００円／月 

 （６）教育娯楽費               実費 

 （７）日用品費                   実費 

 （８）おむつ代                   実費 

 （９）理美容代                   実費 

（１０）電化製品使用料        １００円／日 

  ただし、利用者が外泊等でサービスの提供を受けなかった場合は減免した額について徴収するもの

とする。 

３ 利用者は、事業者に対し敷金として６０，０００円を利用契約締結時に支払い、契約終了時に居室の

原状回復費（リフォーム代）及び延滞料金等がある場合に清算し、残金は利用者に返還する。     

４ 前第１項及び第２項に定める額の徴収に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対して当該サ

ービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。 

５ その他日常生活に係る経費であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用の徴収が必

要となったときは、その都度利用者又はその家族に対して説明し、同意を得たものに限り徴収する。 

 

（サービス利用にあたっての留意事項） 

第１５条 介護サービスを利用できるものは、概ね６５歳以上の認知症性高齢者（６５歳未満の初老期認

知症のものを含む。）で、主治医より認知症の診断を受け、要介護度１以上（介護予防認知症対応型

共同生活介護の場合は、要支援 2）で、かつ、次のいずれにも該当するものとする。 

（１）家庭環境等により家庭での介護が困難な状態であること。 

（２）身辺の自立ができており、共同生活を送ることに支障がないこと。 



 

（３）常時医療を必要としないこと。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護（指定介護予防認知症対応型共同生活介護）を利用するものは、

次の事項に留意しなければならない。 

（１）利用者は、この運営規程の定めるところにより、共同生活住居での秩序の維持に努めなければなら 

   ない。 

（２）利用者が外出・外泊しようとするときは、予め外出・外泊届を提出し、管理者の承認を得なければな

らない。 

（３）利用者は、次の事項を守らなければならない。違反した場合は、退居してもらう場合がある。 

   ・共同生活住居内において、政治活動・宗教活動を行ってはならない。 

   ・共同生活住居内に危険物を持ち込んではならない。 

   ・指定された居室は、勝手に変更してはならない。 

   ・飲食物の持ち込みに際しては管理者の了解を得なければならない。 

   ・所持金その他貴重品については、利用者等の保管を原則とするが、管理し難い場合については、

管理者に申し出て保管を依頼することができる。なお、その際は、利用者及び家族は管理者

との間に金銭管理等委任契約を締結するものとする。 

   ・喫煙は、事業所内の所定の場所に限り、それ以外の場所及び時間は居室内を含み禁煙にご協

力頂きます。 

   ・飲酒は、事業所内の所定の場所及び時間に限り、それ以外の場所及び時間は居室内を含み禁

酒にご協力頂きます。 

   ・利用者は、生活環境保全のため、事業所内の清潔、整頓、その他の環境衛生の保持にご協力頂

きます。 

３ 利用者の入退居の決定は、関係職員等で構成する入所判定委員会で行う。 

 

（従業員の服務規程） 

第１６条 事業者は、介護保険関係法令及び諸規則、特定個人情報並びに個人情報保護法を遵守し、

業務上の指示命令に従い自己の業務に専念します。服務に当たっては、常に以下の事項に留意し

ます。 

（１）利用者の対しては、人権を尊重し、自立支援を旨とし、責任を持って接遇する。 

（２）常に健康に留意し、明朗な態度を心がける。 

（３）お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がける。 

 

（利用者の権利） 

第１７条 事業者は、（介護予防）認知症対応型共同生活介護に関して以下の権利を守ります。 

（１）独自の生活歴を有する個人として尊重し、プライバシーを保ち、尊厳を維持します。 

（２）生活やサービスにおいて、十分な情報を提供し、個人の自由を好み、及び主体的な決定が尊重し

ます。 

（３）安心感と自信を持てるように配慮し、安全と衛生が保たれた環境で生活を保障します。 

（４）自らの能力を最大限に発揮できるよう支援し、必要に応じて適切な介護を継続的に行います。 

（５）必要に応じて適切な医療を受けることについて援助を行います。 

（６）家族や大切な人との通信や交流の自由が保ち、個人情報を守ります。 



 

（７）地域社会の一員として生活・選挙その他の一般市民としての行為を保障します。 

（８）暴力や虐待及び身体的・精神的拘束を行いません。 

（９）生活やサービスについて苦情を伝え、解決されない場合は、専門家又は第三者機関の支援を受け

ます。 

 

（衛生管理） 

第１８条 事業者は、感染症の発生及びまん延防止のためのマニュアルを整備し、従業員に対し研修を

行います。 

２ 従業員は、感染症の発生及びまん延防止のために必要な措置を講じます。 

３ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものと

する。 

 （１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

 （２） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

 （３） 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を

定期的に実施する。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１９条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ず

るものとする。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る 

（２）虐待防止のための指針の整備 

（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護

する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報

するものとする。 

 

（従業員の質の確保） 

第２０条 事業者は、全ての介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保

険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）

に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。ま

た、従業員の質的向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また適切かつ効率的にサービスを提

供できるよう勤務体制を整備する。 

  なお、研修は次のとおり実施する。 

   （１）採用時研修      採用後２か月以内に実施 

   （２）現任研修       年１回以上実施 

   （３）管理者研修      必要に応じて実施 



 

   （４）計画作成担当者研修  必要に応じて実施 

 

（緊急時の対応） 

第２１条 従業員は、利用者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速

やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関及び各関係機関に連絡する等の必要な措置

を講じ、管理者に報告する義務を負います。 

 

（事故発生時の対応） 

第２２条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、応急処置、医療

機関への搬送等の措置を講じ、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡するとともに顛末記録、

再発防止対策に努めその対応について協議します。 

２ 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を

速やかにすることとします。ただし、事業者及び従業員の責に帰すべからざる事由による場合はこの

限りではありません。 

 

（非常災害対策） 

第２３条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地域消防署等

関係機関と協議を行い、火災、地震、水害、その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災

害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。 

２ 管理者又は防火管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓練、夜間訓練

を地域消防署の協力を得たうえで、年２回以上実施する等入居者の安全に対して万全を期すものと

する。 

 

（記録の整備） 

第２４条 事業者は、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとします。 

２ 事業者は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存す

るものとします。 

 

（暴力団等の排除） 

第２５条 事業者は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成２３年新潟県条例第２３号）第３

条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定す

る暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならな

い。 

 

（苦情処理） 

第２６条 事業者は、利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置や第

三者委員会を選任するなど必要な措置を講じます。 

２ 事業者は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示を求め、又は市町村職員か

らの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力します。市町村からの指導又は助言

を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告します。 



 

３ 事業者は、サービスに関する利用者からの苦情に関して新潟県国民健康保険団体連合会の調査に

協力するとともに、新潟県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、

必要な改善を行い報告します。 

 

（運営推進委員会） 

第２７条 （介護予防）認知症対応型共同生活介護が地域に密着し地域に開かれたものにするために、

運営推進会議を開催する。 

２ 運営推進会議の開催は、おおむね２ヶ月に１回以上とする。 

３ 運営推進会議のメンバーは、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、民生委員、地域包括支援

センター職員等、（介護予防）認知症対応型共同生活介護について知見を有する者で構成する。 

４ 会議の内容は、事業者のサービス内容の報告及び利用者に対して適切なサービスが行われている

かの確認、地域との意見交換・交流とする。 

５ 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表す

る。 

 

（掲示） 

第２８条 事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、従業員の勤務体制、協力病院、利用料その

他のサービスの選択に資する重要事項を掲示します。 

 

（協力医療機関等） 

第２９条 事業者は、入院等の治療を必要とする利用者のために、あらかじめ協力医療機関を定めてお

きます。 

２ 事業者は、治療を必要とする利用者のために、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておきます。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第３０条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同生

活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施するものとする。 

３ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの

とする。 

 

（ハラスメント） 

第３１条 事業所は、適切な指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介

護〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

 



 

（その他） 

第３１条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議

に基づいて定めるものとします。 

 

    附 則 

 この規程は、平成１６年７月１日から実施する。 

    附 則 

 この規程は、平成１８年１月１日から実施する。 

    附 則 

 この規程は、平成１８年４月１日から実施する。 

附 則 

 この規程は、平成１９年６月１日から実施する。 

附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から実施する。    

附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から実施する。 

     附則 

 この規程は、平成２７年１２月１日から実施する。 

     附則 

 この規程は、平成２８年４月１日から実施する。 

   附則 

 この規程は、平成２９年４月１日から実施する。 

    附則 

 この規程は、令和元年 7月 1日から実施する。 

   附則 

 この規程は、令和元年１０月１日から実施する。 

附則 

 この規程は、令和６年４月１日から実施する。 

附則 

 この規程は、令和６年 10月１日から実施する。 

附則 

 この規程は、令和 7年 6月１日から実施する。 

 


